
 

 

 

定住自立圏の形成に関する変更協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸 亀 市 ・ 善通寺市 

 



 

定住自立圏の形成に関する変更協定書 

 

 丸亀市（以下「甲」という。）と善通寺市（以下「乙」という。）は、平成 24年 4月 19日に締結した

定住自立圏の形成に関する協定書の一部を次のように変更する。 

 

 別表第１から別表第３までを次のように改める。 

 

別表第１（第３条、第４条関係） 

 

生活機能の強化に係る政策分野 

 

１ 医療 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

医療を安定的

に提供できる

体制の確保 

病院勤務医の負担軽減と医

療費削減のため、かかりつ

け医の推進、コンビニ受診

の防止、ジェネリック医薬

品の普及啓発を行う。 

乙と連携し、適正受診の啓

発やジェネリック医薬品の

普及等に取り組むととも

に、圏域内の取組を調整す

る。 

甲と連携し、適正受診の啓

発やジェネリック医薬品の

普及等に取り組む。 

救急医療体制

の確保 

圏域の救急医療体制を確保

するため、中讃医療圏にお

ける病院群輪番制の維持・

充実を図る。 

病院群輪番制による救急医

療について、その運営や設

備整備を支援する。 

病院群輪番制による救急医

療について、その運営や設

備整備を支援する。 

 

２ 福祉 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

子育て環境の

充実 

仕事と育児を両立できる環

境の充実を図るため、発達

障害児支援事業のエリア拡

大等、子育てサービスが広

域的に展開されるよう推進

する。 

乙と連携し、情報共有しな

がら、子育てサービスの充

実に努める。また発達障害

児支援事業については、発

達障害児の保護者や教職員

等を対象とした研修会やセ

ミナーの開催等の情報を乙

へ提供し、参加を促す。 

甲と連携し、情報共有しな

がら、子育てサービスの充

実に努める。また発達障害

児支援事業については、発

達障害児の保護者や教職員

等を対象とした研修会やセ

ミナーの開催等の情報を甲

から受け、関係者への周

知・参加の取りまとめを行

う。 



 

高齢者・障がい

者福祉ネット

ワークの充実 

介護認定審査及び障害程度

区分認定審査の公平性・効

率性を確保するため、審査

判定業務を共同で実施す

る。 

中讃広域行政事務組合に設

置する介護認定審査会及び

障害程度区分認定審査会を

通じ、乙と共同で業務を実

施し、協議した負担割合に

従い、運営に必要な経費を

負担する。 

中讃広域行政事務組合に設

置する介護認定審査会及び

障害程度区分認定審査会を

通じ、甲と共同で業務を実

施し、協議した負担割合に

従い、運営に必要な経費を

負担する。 

 

３ 産業振興 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

産業の振興 ⑴①中小企業の振興を図

り、地域の活性化につな

げるため、中讃勤労者福

祉サービスセンターの事

業対象地域を拡大し、圏

域内における中小企業の

福利厚生を充実する。 

②就職希望者と圏域内の

事業所とを仲介する機会

を提供し、人材獲得や圏

域への定住促進を図る。 

③学生を対象に圏域企業

へのインターンシップを

実施し、人材獲得や圏域

への移住定住促進を図

る。 

①丸亀市内に設置された

中讃勤労者福祉サービス

センターと連携を図ると

ともに、勤労者福祉に関す

る情報を乙に提供する。 

②関係機関と連携し、就職

面接会の開催や広報活動

を実施する。 

③インターンシップ事業

の開催や学生及び企業の

参加募集を実施する。 

①勤労者福祉に関する情

報を甲に提供するととも

に、事業所や商工会議所・

商工会へ事業についての

ＰＲをする。 

②甲と連携し、就職面接会

の開催や事業所の参加呼

びかけに協力する。 

③甲と連携し、インターン

シップ事業の開催や企業

の参加募集に協力する。 

⑵①圏域内外における地場

産品の消費拡大のため、

イベント情報の共有と周

知宣伝の連携により地産

地消・地産外商を推進す

る。 

 ②６次産業化を推進し、

圏域内外における地場産

品の消費拡大を図る。 

 

①圏域内の特産品や加工

品、物産展等のイベント情

報を取りまとめ、乙へ提供

するとともに周知宣伝活

動を行い、圏域の特産品や

加工品紹介の物産展等を

開催する。 

②６次産業化に向けた事

業者間の仲介や商品開発

を推進する。 

 

①特産品や加工品、物産展

等のイベント情報を甲へ

提供し、甲と周知宣伝活動

を行うとともに、物産展等

の開催に協力する。 

②６次産業化に向けた事

業者間の仲介や商品開発

の推進に協力する。 



 

⑶有害鳥獣出没に関する連

絡体制の整備や情報の共

有、捕獲等に関する連絡

調整をして、農作物被害

や人的被害の軽減につな

げる。 

圏域間の緊急連絡体制や

捕獲等の連絡調整を行う

ほか、処理方法等に関して

県に要望する。 

圏域間の緊急連絡体制の

整備や出没情報の共有を

行う。 

観光の振興 ⑴金毘羅街道の活用や滞在

型観光の検討・ＰＲ、圏

域内レンタサイクル整備

事業等を行い、広域連携

による滞在型・回遊型観

光の推進を図る。 

乙と連携し、金毘羅街道を

中心とした事業等の展開

を図る。 

 

甲と連携し、金毘羅街道を

中心とした事業等に協力

する。 

⑵外国人観光客を誘致する

ため、旅行商品の企画を

行うとともに、観光ＰＲ

を推進する。 

乙と連携し、外国語版パン

フレットの作成、外国人向

けの商品開発等に取り組

む。 

甲と連携し、外国語版パン

フレットの作成、外国人向

けの商品開発等に協力す

る。 

 

４ 消防・防災 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

消防・防災体

制の強化 

⑴圏域における消防力を強

化するため、香川県消防相

互応援協定に基づき、自治

体間相互の応援体制を強

化するとともに、広域的な

消防通信指令システムを

共同運用する。 

乙と相互の消防応援関係を

深めるとともに、広域的な

通信指令システムとして、

高機能消防指令センター等

の機能を共同利用する。 

甲と相互の消防応援関係を

深めるとともに、通信指令

システムを甲と共同利用で

きるよう、必要なデータの

整備、機器の保守等を行う。 

⑵圏域における防災力を強

化するため、香川県災害時

相互応援協定に基づき、自

治体間相互の応援体制を

強化するとともに、被災者

支援システムを運用する。 

乙と相互の防災応援関係を

深めるとともに、被災者支

援システムに係る圏域内情

報を丸亀市消防庁舎に保管

するほか、中讃広域行政事

務組合に設置する情報セン

ターと連携し、常時データ

のバックアップを実施す

る。 

甲と相互の防災応援関係を

深めるとともに、被災者支

援システムを運用する。 

 



 

５ その他 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

一般廃棄物処

理体制の確保 

圏域における一般廃棄物の

効率的な処理体制を確保す

るため、処理業務を共同で実

施する。 

中讃広域行政事務組合に

設置するごみ処理施設、し

尿処理施設及び一般廃棄

物最終処分場について、同

事務組合を通じ乙と共同

で管理運営し、協議した負

担割合に従い、運営に必要

な経費を負担する。 

中讃広域行政事務組合に

設置するごみ処理施設、し

尿処理施設及び一般廃棄

物最終処分場について、同

事務組合を通じ甲と共同

で管理運営し、協議した負

担割合に従い、運営に必要

な経費を負担する。 

 



 

別表第２（第３条、第４条関係） 

 

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

 

１ 地域公共交通 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

公共交通ネッ

トワークの充

実 

利用者の利便性向上のため、

公共交通機関の連携を図る

ことにより、地域間のネット

ワーク強化に取り組む。 

圏域内における公共交通

の課題及び利用者の利便

性向上について、乙と連携

して継続的に調査し、調整

する。 

効率的かつ効果的な公共

交通機関の連携について、

甲と調整する。 

 

２ 道路等の交通インフラの整備 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

幹線道路・生

活道路の整備 

相互の道路整備に関する情

報を共用し、圏域間を接続す

る幹線道路と生活道を効率

的に整備する。 

圏域の道路整備状況を調

査し、連携が可能な道路整

備事業の検討や計画を立

て、幹線道路等の整備を図

る。 

甲と連携して、道路整備状

況を調査し、連携が可能な

道路整備事業の検討や計

画を立て、幹線道路等の整

備を図る。 

 

３ 地域内外の住民との交流・移住促進 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

圏域内外にお

ける交流の促

進 

⑴地域住民の活発な交流を

促進するため、圏域自治体

のホームページ、広報紙、

印刷物、ケーブルテレビ等

を活用することにより、圏

域内外への情報発信と情

報共有を行う。 

圏域内における連携調整

の内容や決定事項等で、情

報発信できる事実の把

握・集約等を行う。 

圏域自治体の連携につい

て、調整された内容や決定

事項等の情報発信を行う

とともに、広報紙等への掲

載事項について甲へ情報

提供する。 



 

⑵文化芸術・スポーツ等を通

じて地域間交流を推進す

るため、圏域内に有する施

設の広域的活用を促すと

ともに、行事等の開催にお

いては、圏域内連携のも

と、住民が様々な活動に参

加する機会を拡大する。 

乙と連携し、文化芸術・ス

ポーツ施設等の充実、利用

条件の見直し、各種行事に

係る情報の共有と住民へ

の周知等を行うとともに、

圏域内の調整を図る。 

甲と連携し、文化芸術・ス

ポーツ施設等の充実、利用

条件の見直し、各種行事に

係る情報の共有と住民へ

の周知等を行う。 

 

４ その他 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

図書館サービ

スの充実 

圏域における図書館サービ

スの充実を図るため、公共図

書館が連携し、利用者の利便

性向上を推進する。 

利便性向上に向けた連携

事務や回送サービスの管

理・運営を行う。 

利便性向上に向けたサー

ビスとその円滑な運営に

協力する。 

情報処理シス

テムの充実 

圏域における行政情報の電

子化を効率的に推進するた

め、情報処理事務を共同で実

施する。 

中讃広域行政事務組合に

設置する情報センターを

通じ、乙と共同で行政情報

に係る電算処理を行い、協

議した負担割合に従い、運

営に必要な経費を負担す

る。 

中讃広域行政事務組合に

設置する情報センターを

通じ、甲と共同で行政情報

に係る電算処理を行い、協

議した負担割合に従い、運

営に必要な経費を負担す

る。 

租税債権徴収

体制の強化 

税負担の公平性と租税徴収

事務の効率性を確保するた

め、共同で租税の滞納整理を

行う。 

中讃広域行政事務組合に

設置する租税債権管理機

構を通じ、乙と共同で租税

の滞納整理を行い、協議し

た負担割合に従い、運営に

必要な経費を負担する。 

中讃広域行政事務組合に

設置する租税債権管理機

構を通じ、甲と共同で租税

の滞納整理を行い、協議し

た負担割合に従い、運営に

必要な経費を負担する。 

 



 

別表第３（第３条、第４条関係） 

 

圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

 

１ 宣言中心市等における人材の育成 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

地域人材力の

育成 

地域人材力を育成するため、

圏域外より専門的な知識・技

能を有する人材を招へいす

る。 

圏域に優秀な人材を招へ

いし、各種団体の指導者育

成等に取り組むとともに、

圏域内の情報を集約し、調

整する。 

圏域に優秀な人材を招へ

いし、各種団体の指導者育

成等に取り組むとともに、

甲へ情報を提供する。 

 

２ 圏域内市町の職員等の交流 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

職員の交流・人

材育成 

圏域内市町職員の資質向上

と連携強化を図るため、合同

研修を実施する。 

圏域で実施することが効

果的な研修や人材育成の

ための研修を企画・実施

し、乙に対して当該研修へ

の参加の機会を提供する。 

甲が実施する職員研修に

職員を参加させるととも

に、必要に応じて、費用の

一部を負担する。 

 

３ その他 

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割 

大学等との連

携 

各分野での取組を効果的に

実施するため、大学等と相互

に連携した研究・交流等を推

進する。 

大学等と様々な分野での

交流・合同研究等を実施

し、圏域内においてその内

容や成果を共有すること

により、学官の連携・協力

関係を深める。 

大学等と様々な分野での

交流・合同研究等を実施

し、圏域内においてその内

容や成果を共有すること

により、学官の連携・協力

関係を深める。 

ワーク・ライ

フ・バランス推

進、女性活躍推

進 

企業によるワーク・ライフ・

バランス推進や女性活躍推

進のための取組に関する啓

発、支援を行う。 

関係行政機関、関係団体へ

の働きかけなどの体制づ

くりや情報の取りまとめ、

発信を行う。 

関係団体への働きかけや

情報の取りまとめ、発信に

協力する。 

 



 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。 

 

 

平成２９年４月１日 

 

甲 丸亀市大手町二丁目３番１号 

丸亀市 

丸亀市長     梶   正 治 

 

乙 善通寺市文京町二丁目１番１号 

善通寺市 

善通寺市長   平 岡 政 典 



 

 


